
国
保
加
入
の
70
歳
以
上
の
人

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
70
歳
以
上
の
人
が
入
院
し
た
と
き

の
食
事
代
等
や
医
療
費
の
自
己
負
担

額
に
つ
い
て
は
、
同
じ
世
帯
の
世
帯

主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者
が
住
民
税

非
課
税
の
場
合
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療

機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
こ
と
で
減

額
さ
れ
ま
す
。

こ
の
判
定
の
基
準
と
な
る
対
象
年

度
が
８
月
１
日
で
切
り
替
わ
っ
た
た

め
、
前
述
の
条
件
に
該
当
さ
れ
る
人

は
、
被
保
険
者
証
、
印
鑑
を
お
持
ち

の
う
え
、
市
民
課
国
保
年
金
医
療
係

ま
た
は
各
支
所
地
域
窓
口
係
で
認
定

証
の
交
付
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
は
随
時
受
付
け
ま
す
。
な
お
、

認
定
証
は
申
請
を
行
っ
た
月
の
初
日

か
ら
有
効
で
す
。

ま
た
、
過
去
12
ヵ
月
に
お
い
て
90

日
を
超
え
る
入
院
を
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
入
院
期
間
を
証
明
で
き
る
書

類
（
領
収
書
等
）
を
併
せ
て
持
参
願

い
ま
す
。

国
保
加
入
の
70
歳
未
満
の
人

70
歳
未
満
の
人
に
つ
い
て
も
、
同

じ
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保
被
保

険
者
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
、
同

様
に
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
医
療
機
関
の
窓
口

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
入
院
時
の
食

事
代
等
が
減
額
さ
れ
る
ほ
か
、
入
院

の
場
合
の
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担

も
一
定
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
で
な
い
人

に
つ
い
て
も
、「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
を
医
療
機
関
で
提
示
す
る
こ
と

に
よ
り
、
入
院
時
の
窓
口
で
の
支
払

い
は
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り

ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
70
歳
以
上
の

人
と
同
様
に
市
民
課
国
保
年
金
医
療

係
ま
た
は
各
支
所
地
域
窓
口
係
に
て

認
定
証
の
交
付
を
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

は
、
保
険
料
（
税
）
に
未
納
が
あ
る

と
き
は
、
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
支
給
対
象

薬
局
に
お
い
て
院
外
処
方
で
支
払

っ
た
一
部
負
担
金
は
、
そ
の
処
方
せ

ん
を
発
行
し
た
医
療
機
関
に
支
払
っ

た
一
部
負
担
金
と
合
わ
せ
て
計
算
さ

れ
ま
す
。
こ
の
合
算
も
含
め
、
高
額

療
養
費
支
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。


